
栄区制４０周年記念事業実行委員会規約 

（名称） 

第１条 本会は、栄区制４０周年記念事業実行委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 委員会は、栄区が区制４０周年を迎える記念の年にふさわしい各種事業を実施す

ることを目的とする。 

（役割） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。 

（１）記念事業の普及・啓発、区民の参加意識の盛り上げに関すること。 

（２）記念事業の実施に関すること。 

（３）その他、委員会の目的達成に必要なこと。 

（組織） 

第４条 委員会は、別表に掲げる団体等の構成員をもって組織する。 

２ 構成員の変更は、役員会に諮る。 

３ 委員会には、委員、顧問、協力会員を置く。 

（役員） 

第５条 委員会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １ 名 

（２）副会長  若干名 

（３）会 計  １ 名 

（４）監 事  ２ 名 

（５）その他必要な役員 

２ 役員は、委員の互選により選出する。 

（役員の任務） 

第６条 会長は、委員会を招集し、議長となるほか、会務全般を掌握する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のある時は、その職務を代理する。 

３ 会計は、委員会の会計事務を行う。 

４ 監事は、委員会の会計を監査する。 

（構成員の任期） 

第７条 構成員の任期は、栄区制４０周年記念事業の終了後、最初に開催する委員会の解

散時までとする。 

（顧問） 

第８条 顧問は、委員会の求めに応じて必要な助言等を行う。 

（協力会員） 

第９条 協力会員は、記念事業の普及・啓発、実施への協力等を行う。 

（会議） 

第１０条 委員会の会議は、必要に応じて委員及び顧問を召集し開催する。 

２ 予算及び決算、事業計画、規約等の制定改廃、その他会長が必要と認める重要なこと

を審議する。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、会長の決す

るところによる。 



（役員会） 

第１１条 役員会の会議は、必要に応じて開催する。 

２ 周年事業について必要な議案を審議する。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、会長の決する

ところによる。 

（部会） 

第１２条 事業実施に際し、必要に応じて、委員会に部会を置くことができる。 

２ 部会の設置及び構成員は、役員会に諮る。 

（財務） 

第１３条 委員会の経費は、補助金、協賛金その他の収入をもって充てる。 

２ 会計年度は、当該の年の４月１日に始まり、翌年の３月３１日をもって終了する。 

（事務局） 

第１４条 事務局は、栄区役所総務課内に置く。 

（補則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別途定める。 

 

附 則 

この規約は、令和７年３月２１日から施行する。 

 


